
 

 

「一般乗合旅客自動車運送事業の路線廃止届出に係る意見聴取結果」の公表に

ついて 

 

道路運送法第１５条の２に基づき、西鉄バス久留米株式会社から令和６年３月

２７日付けで届出があった一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（路線

廃止）届出に係る関係地方公共団体に対する意見聴取を行いました。 

意見聴取結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 



  

一般乗合旅客自動車運送事業の路線廃止届出に係る意見聴取結果について 

  

ア 届出の件名及び番号 

    一般乗合旅客自動車運送事業の路線廃止届出   

公示番号：九運公第４７号 

事案番号：福５廃２１（西鉄バス久留米株式会社）  

 

イ 意見聴取の日時及び場所 

  令和７年１月１４日（火）１０時００分から  

福岡合同庁舎新館 九州運輸局 １０階 会議室 

  

ウ 出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名 

【福岡県】 

 福岡県企画・地域振興部交通政策課長 窪西 駿介 

 

【東峰村】 

 東峰村長 眞田 秀樹 

 

【朝倉市】 

 朝倉市防災交通課交通対策係長 矢野 正憲 

 

【うきは市】 

うきは市市民協働推進課コミュニティ支援係長 矢野 和子 

 

【大分県】 

 大分県企画振興部交通政策局地域交通・物流対策室長 田原 裕之 

 

【日田市】 

 日田市地域振興課長 梶原 洋一郎 

 

エ 陳述の要旨 

【福岡県】 

(1) 地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（西鉄バス久留米株式会社）との協議内容 

令和５年１２月２１日付けで西鉄バス久留米株式会社から福岡県バス対策協議会に対

し、当該路線の廃止の申出書が提出された。 

令和６年１月１６日から３回にわたり福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会を開

催し、対応策について協議を行い、別添のとおりの結果となった。 

(2) 自治体や住民等の意見 

関係自治体が回答する。 



  

 

(3) 路線廃止に対する代替交通 

関係自治体において、代替交通を導入する見込み。 

 

(4)廃止予定日の繰り上げの可否 

関係自治体の意向を尊重する。 

 

 

【東峰村】 

(1) 地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（西鉄バス久留米株式会社）との協議内容 

・令和５年１２月２１日  

西鉄バス久留米株式会社より路線バス廃止申し出 

 ・令和６年２月２０日 

  東峰村地域公共交通活性化協議会にて、路線バス廃止の申し出について報告 

・令和６年３月２９日 

  西鉄バス久留米株式会社へ要望書提出（廃止時期の延長、必要に応じた協議） 

・令和６年５月２７日 

 西鉄バス久留米株式会社より回答書受領 

（廃止時期の延長了承、既存路線拡充は不可、協議可） 

・令和６年７月３０日 

  東峰村地域公共交通活性化協議会にて、西鉄バス久留米株式会社より申し出を行った理

由について説明を受け、申し出に対する村の見解及び対応案を示した後、協議会として

の対応を協議。 

  東峰村地域公共交通活性化協議会としては、西鉄バス久留米株式会社が、運転士不足に

よる路線の廃止を申し出たことに対しては一定の理解を示さざるを得ず、また、東峰村

乗合タクシーの杷木バス停までの路線延伸によって代替の交通手段が確保できる予定

であることから、令和７年３月３１日までの路線の減便及び令和７年４月１日からの路

線廃止を受け入れることを承認。 

 ・令和６年８月１日 

令和６年７月３０日の東峰村地域公共交通活性化協議会での承認内容を福岡県バス対 

策協議会へ報告。 

 

(2) 自治体や住民等の意見 

地域住民等からは、西鉄バス廃線後の交通手段はどうなるのかという不安の声はあがって

おります。しかし、廃止はやむを得ず、東峰村としては東峰村乗合タクシーの運行区域を延

伸することによって対応することが令和６年７月３０日の東峰村地域公共交通活性化協議

会で承認されました。 

 

(3) 路線廃止に対する代替交通 



  

令和６年１２月２５日の東峰村地域公共交通活性化協議会にて、東峰村乗合タクシーを朝

倉市杷木地区まで延伸して運行するルートや運賃について承認されました。つきましては、

東峰村乗合タクシーを活用することで代替交通となるよう整備を進めていきます。 

 

(4) 廃止予定日の繰り上げの可否 …否 

 検討している代替交通は、令和７年４月からの実施に向けて交通事業者との協議、車両の

確保等を進めているため、廃止予定日の繰り上げには対応しかねます。 

 

 

【朝倉市】 

(1)地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（西鉄バス久留米株式会社）との協議内容 

令和５年１２月２１日 西鉄バス久留米株式会社より福岡県バス対策協議会に対し路線

廃止の申し出。当協議会より、自治体で協議を行い、意見を報告

するよう依頼があった。 

令和６年２月５日   朝倉市地域公共交通活性化協議会において協議。 

           廃止はやむを得ないものとして、福岡県バス対策協議会に報告す

ることを決定。 

令和６年７月３０日  福岡県バス対策協議会へ廃止はやむを得ない旨報告。 

 

(2)自治体や住民等の意見 

朝倉市からの利用者は少なく、定期利用者もいないため、影響は少ないと考えられる。 

また、令和６年１０月から運行開始する「あいのりタクシー」で代替が可能であるため、

路線廃止は致し方ない。 

 

(3)路線廃止に対する代替交通の計画 

廃止の申し出時点で、「あいのりタクシー」の再編の検討を行っていたこともあり、こ

れまで杷木地域にて路線不定期にて運行していた「あいのりタクシー」を令和６年１０月

から区域運行に態様変更し、実証運行を開始することで代替交通を確保した。 

 

(4)廃止予定日の繰り上げの可否 …可 

当初の廃止予定日である令和６年１０月１日より、「あいのりタクシー」の実証運行に

より代替が可能なため。 

 

 

【うきは市】 

(1)地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（西鉄バス久留米株式会社）との協議内容 

・令和５年１２月２１日   西鉄バス久留米株式会社より路線バス廃止申し出 

 （内容）令和６年１０月１日廃止予定、運転士不足の深刻化によるもの 

・令和６年３月１４日  西鉄バス久留米株式会社へ日田市と連名で要望書の提出 

 （要望内容） 

① 令和７年４月１日廃止までの延長 要望 

② 西鉄バス吉井線の浮羽発着所から杷木バス停への路線拡充要望 

③ 市との十分な協議要望 



  

・令和６年５月２７日  西鉄バス久留米株式会社より回答書の提出 

（要望書①～③に対する回答内容） 

① 令和７年４月１日まで廃止延長をする、ただし平日のみ減便での対応 

② 対応しかねる 

③ 承知した 

・令和６年６月２５日 福岡県バス対策協議会ブロック別地区別協議会開催 

 福岡県、福岡運輸支局、朝倉市、東峰村、うきは市での協議、オブザーバー日田市参加 

 廃止時期の承認、代替交通について検討していくことを協議 

・令和６年７月２９日  うきは市地域公共交通活性化協議会 

要望書の結果、代替交通案について説明 

代替交通について今後本協議会において協議していくことを承認 

・令和６年７月３１日 協議報告書提出 

 

(2)自治体や住民等の意見 

・令和６年６月２５日に行った関係自治体との協議では、「運転手の不足という現状につ

いては受け入れざるを得ない、各自治体で代替交通にて対応を行っていく」との意見。 

・令和５年１２月２０日から令和６年７月にわたり、市議会、地区自治協議会等地元住民

へ随時説明を行った。住民から「年々利用者の減少もあり、運転手の不足ということであ

れば致し方ない、代替交通を要望する」との意見。 

 

(3)路線廃止に対する代替交通の計画 

令和７年４月１日より、他山間部で既に導入している道路運送法第４条に基づく「一般

乗合旅客自動車運送事業」予約制乗合タクシーの運行を拡充する形で柚木コミュニティセ

ンター～うきは市民センター間の区域運行を予定している。日田市柚木地区へも乗り入れ

を行い、日田市と距離按分で負担をする。（うきは市地域公共交通活性化協議会承認済、

１月末に運輸支局へ申請予定） 

しかしながら、予定している代替交通は廃止路線の全てを補完できず、うきは市民セン

ター（浮羽発着所）から杷木バス停までの直通路線がない状態となるため、引き続き西鉄

バス久留米―吉井線の浮羽発着所から杷木バス停への路線拡充については要望をしていき

たい。 

 

(4)廃止予定日の繰り上げの可否 …否 

代替交通の準備のため、令和７年４月１日でお願いしたい。 

 

 

【大分県】 

(1)地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（西鉄バス久留米株式会社）との協議内容 

令和５年１２月２１日付けで西鉄バス久留米株式会社から福岡県バス対策協議会に対

し、当該路線の廃止の申出書が提出された。 

福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会を開催し、対応策について協議を行った。 

 

(2)自治体や住民等の意見 

関係市村が回答する。 

 



  

(3)路線廃止に対する代替交通の計画 

関係市村において、地域住民の利便性維持に資する施策について検討する。 

 

(4)廃止予定日の繰り上げの可否 

関係市村の意向を尊重する。 

 

 

【日田市】 

(1)地域協議会（バス対策協議会）・運送事業者（西鉄バス久留米株式会社）との協議内容 

◎運送事業者との協議 

  令和５年１１月２０日の路線バス関係自治体連絡会議において、西鉄バス久留米株式会

社より令和５年１２月に路線の廃止申入れを行う旨の説明があり、令和５年１２月２１

日に福岡県バス対策協議会に対し路線廃止の届け出の提出を受ける。以降、福岡県バス

対策協議会の中で、西鉄バス久留米株式会社や関係自治体と協議を行う。 

  西鉄バス久留米株式会社からの申し出を受け、廃止時期の延長や廃止に当たっての市や

市民との十分な協議の実施について、うきは市と連名で要望書を提出。 

 

 ◎福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会 ３回開催（オブザーバーとして参加） 

  協議結果：廃止について承認 

       当該路線は利用状況が低く、また、交通事業者の運転手不足が常態化してい

ることから、廃止はやむを得ないものとして容認する。 

 

 ◎日田市地域公共交通確保維持協議会 ２回報告 反対意見なし。 

  ※令和７年１月開催の当協議会において、代替交通について承認をいただく予定。 

 

(2)自治体や住民等の意見 

◎関係自治体の意見 

バス対策協議会の協議結果と同様。 

 

◎地域住民等からの意見 

地域住民への説明・意見聴取 ３回 

意見：路線廃止は利用者が少ないため仕方ないが、代替交通の確保はお願いしたい。 

 

(3)路線廃止に対する代替交通の計画 

うきは市の運行する予約制乗合タクシーを柚木地区へ乗り入れる。 

（柚木コミュニティセンター ⇔ うきは市民センター） 

事業区分：道路運送法第４条に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」での区域運送 

運賃：１回２００円（小学生未満の子供は保護者同伴の場合、無料） 

便数：１日７便 

運行日：月曜～土曜日（祝日、年末年始運休） 

運行開始日：令和７年４月１日 

 

(4)廃止予定日の繰り上げの可否 …否 

代替交通の開始日を令和７年４月１日として調整を進めているため、廃止予定日を繰り



  

上げることはできない。 




